
非常勤職員のみなさんへ

「もしも…」の時を  しっかり保障

月掛金
セット共済

920円 1,700円 3,000円
7型 7型＋

医療6口
7型＋
医療16口

主な
保障内容

休  業  保  障

死
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障
病 気
不慮の事故
交 通 事 故
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2,000円
6,000円
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5,000円
9,000円
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200
400

万
円
万
円
万
円

10,000円
14,000円

入院1日目～

入院1日目～

入院1日目～

入院1日目～

入院1日目～

入院1日目～

1,000円 2,500円 5,000円
連続5日以上1日目～ 連続5日以上1日目～ 連続5日以上1日目～

★詳しくは、医労連共済のパンフレットをご覧ください。

労働組合は仲間の助け合い！
つわり・切迫にも対応

奨学金の
返済にも
使えます

休業
保障

休業連続５日以上1日目
から１日５千円の給付

インフルエンザや
新型コロナウイルス感染症で

5日間休んだ場合

5日×５千円で
2万５千円

こんな給付
も

あります
※7型に医療

16口の場合

24時間
365日他行・コンビニATM手数料
無料無料

●国立病院機構（140病院）
●国立高度専門医療研究センター（6センター8病院）
●国立ハンセン病療養所（13カ所）

あなたの声が

職場を変える！職場を変える！

TEL:03-5940-8600　　FAX:03-5940-8601

2025.4
〒170-0005　東京都豊島区南大塚1-48-3　
http：//www.zen-iro.or.jp　　E-mail:zeniro@zen-iro.or.jp

賃金の交渉ができるのは労働組合だけ

ハラスメントや医療事故など相談を！

はたらきやすい労働環境をみんなで作ろう



2018年11月の全医労との団体交渉に
より、国立病院機構では2019年4月か
ら、3年（看護師は5年）ごとの、繰り返し雇
用の上限がなくなり、「いつ雇止めされる
か」と不安で働いていた非常勤職員も、安
心して働き続けられるようになりました。

今までは…　これまで国立病院機構で働く非常勤職員は、
引き続き4年目の雇用を希望する場合、院外の応募者と同
様に公募に応募し、選考の結果あらためて新規採用される
という手続きが必要でした。

全医労は使用者（病院管理者）
と団体交渉という給与や労働条
件、職場の問題についての協議
を行っています。

非常勤職員の休暇制度を常勤職
員並みに改善すること（無給の休
暇を有給にするなど）。祝日法に
よる休日、年末・年始は有給休暇
にすることを要求しています。

非常勤職員の制度見直しについて

■2019年3月末まで

1年目 2年目 3年目 公
募

無期転換
申込権発生

無期転換
申込権発生

《交渉により「繰り返し雇用の3年上限」をなくす》

《無期限転換申込権が発生するまでの通算契約期間を5年→3年に》

無期限転換申込権発生

採用

■2019年4月以降

1年目

■2020年以降

国の制度 5年

国立病院機構 3年

2年目 3年目 4年目 5年目

■具体例

1年目 2年目 3年目 4年目 無期限労働契約

採用 更新 更新 更新 更新 更新

更新 更新

1年目 2年目 3年目 公
募

採用 更新 更新

15年度 16年度 17年度

15年度採用　5年

16年度採用　4年 無期限労働契約

無期限労働契約

17年度採用　3年

18年度採用　3年

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

あなたの雇用を守る
全医労

全国の仲間があなたを守ります

国の制度（労働契約法）では、
採用から5年後に無期転換の
申請権が発生します。しかし
国立病院機構では、全医労と
の交渉の結果、

2年短縮の3年で
無期雇用の申込み
ができるように
なりました。

団体交渉で
無期転換
を勝ち取る

（無給）

（無給）【介護休業】

全医
労の力で獲得した権利

6ヵ月まで。
（無給）

【リフレッシュ休暇】（有給）
年度を通じて2日間。
残数2日を上限に繰り越し可。

【年次休暇】
4月採用者は10日付与。

（無給）

（無給）

（無給）

賃金の改定

医療事故が
起きた時

労働条件の改善
その他にも
【育児参加休暇（男性）】（有給）
【配偶者出産休暇】（有給）
【子の看護休暇】（無給）
【生理休暇】（無給）
などがあるよ。
全医労作成の権利ノートで自らの権利を
学習しよう。

賃金・処遇を改善する全医労
　全医労は使用者（病院管理者）と団体交渉で賃金や労働条件、職場の問題についての協議
を行っています。職場の仲間のために、使用者に対し賃金・労働条件の改善、問題の解決する
よう追求をしていきます。これまでも、賃金をはじめ多くの改善をしてきました。

●24年度時給単価を全職種
平均104円改定
●看護職員処遇改善手当　
勤務時間/月×77円に改善
●経験年数に応じた昇給制
度の新設を勝ち取る。

▶本人（または職場の同僚）
から労働組合（支部）へた
だちに連絡しましょう。
▶労働組合（支部）は上部機
関・顧問弁護士と相談し、
対応を協議します。

　全国の病院に全医労の支部があり、あなたの相談にの
ります。また、全医労の活動を円滑にするため8つの地方
協議会を組織しており、全国の仲間があなたを守ります。
　職場であなたが感じる「おかしいな」「何とかならない
かな」は他の人も感じてる職場の問題や課題かもしれま
せん。1人で考え込まず、一緒に協力して問題を解決しま
しょう。

医療事故
が心配

雇用継続
か不安

賃金・労働条件
を改善したい

全日本国立医療労働組合（略称：全医労＝ぜんいろう)は「労働組合」です。労働組合とは、ひとりでは
立場の弱い労働者が集まり、助け合い、みんなで働く環境をよくしようとする団体です。

全医労は
ゼンイロウ

「労働組合」です。

【不妊治療休暇】（有給）
不妊治療に係る通院など年間5日取得できます。

みんなで賃金をUPさせよう

労働組合はみんなであなたのことを守ります。

先輩～今の賃金じゃ
苦しいです～
働き方に
見合って
もないし…

賃金

賃金 賃金
賃金
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